
情　報
ひろば

　

内
容
が
変
更
に
な
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

お
知
ら
せ

市
議
会
報
告
会
と

意
見
交
換
会
を
開
催
し
ま
す

　

市
民
の
皆
さ
ん
に
日
頃
の
議
会

の
活
動
状
況
を
知
っ
て
い
た
だ
く

た
め
の
市
議
会
報
告
会
と
意
見
交

換
会
を
開
催
し
ま
す
。
誰
で
も
自

由
に
参
加
で
き
ま
す
。
気
軽
に
お

越
し
く
だ
さ
い
。

市
い
じ
め
防
止
基
本
方
針
を

見
直
し
ま
し
た

　

市
教
育
委
員
会
で
は
、
学
校
で

の
い
じ
め
事
案
に
適
切
に
対
処
し

て
い
く
た
め
、
市
い
じ
め
防
止
基

本
方
針
の
一
部
を
見
直
し
ま
し

た
。

人
吉
市
教
育
委
員
会

定
例
会
を
傍
聴
で
き
ま
す

　

定
例
会
を
開
催
し
ま
す
。
希
望

す
る
人
は
傍
聴
で
き
ま
す
。

期
日　

１
月
26
日
㈮

時
間　

午
前
９
時
30
分
〜

場
所　

市
役
所
４
階
委
員
会
室
１

問
合
せ　

市
学
校
教
育
課
総
務
係

市
内
の
一
部
が
特
別
注
視

区
域
と
し
て
指
定
さ
れ
ま
す

　

内
閣
府
で
は
、「
重
要
施
設
周

辺
及
び
国
境
離
島
等
に
お
け
る
土

地
等
の
利
用
状
況
の
調
査
及
び
利

用
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
」
に

基
づ
き
、
防
衛
関
係
施
設
な
ど
の

周
囲
約
千
㍍
の
区
域
内
と
国
境
離

島
な
ど
の
区
域
内
の
区
域
を
「
注

▲ 市ホーム
ページ

▲ 内閣府ホー
ムページ

教
育
委
員
会
の
事
務
を

点
検
・
評
価
し
ま
し
た

　

市
教
育
委
員
会
の
事
務
の
管
理

と
執
行
状
況
を
点
検
・
評
価
し
ま

し
た
の
で
、
そ
の
報
告
書
を
公
表

し
て
い
ま
す
。「
教
育
委
員
会
の

事
務
に
関
す
る
点
検
評
価
報
告

書
」
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
と
市
学

校
教
育
課
で
閲
覧
で
き
ま
す
。

問
合
せ　

市
学
校
教
育
課
総
務
係

▲ 国税庁e-Tax
キャラクター
「イータ君」

期
日　

２
月
３
日
㈯

時
間　

午
後
２
時

場
所　

東
西
コ
ミ
セ
ン
２
階
会
議

室問
合
せ　

市
議
会
事
務
局

見
直
し
の
理
由　

過
去
に
市
立
学

校
で
起
き
た
い
じ
め
に
つ
い
て
の

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
が
廃
棄
さ
れ
て

い
た
こ
と
で
、
い
じ
め
に
つ
い
て

の
調
査
が
長
期
に
な
っ
た
こ
と

見
直
し
た
内
容　

い
じ
め
に
つ
い

て
の
関
係
書
類
の
保
存
期
間
や
廃

棄
に
つ
い
て

　

詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

市
学
校
教
育
課
教
育
係

視
区
域
」・「
特
別
注
視
区
域
」
と

し
て
指
定
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま

す
が
、
令
和
５
年
12
月
11
日
に
市

内
の
一
部
の
区
域
を
特
別
注
視
区

域
と
し
て
指
定
し
、
１
月
15
日
に

施
行
す
る
予
定
で
す
。
施
行
日
後

に
は
、
指
定
さ
れ
た
区
域
内
の
土

地
・
建
物
で
防
衛
関
係
施
設
の
機

能
を
阻
害
す
る
行
為
を
防
止
す
る

た
め
内
閣
府
が
必
要
な
調
査
を
行

う
ほ
か
、「
特
別
注
視
区
域
」
内

で
面
積
が
２
０
０
平
方
㍍
以
上
の

土
地
・
建
物
を
売
買
な
ど
す
る
際

に
は
事
前
の
届
出
が
必
要
で
す
。

詳
し
く
は
内
閣
府
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
に
な
る
か
、
内
閣
府
の

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
特
別
注
視
区
域
】

　

海
上
自
衛
隊
え
び
の
送
信
所

（
宮
崎
県
え
び
の
市
）
を
中
心
と

し
た
周
囲
約
千
㍍
の
区
域

問
合
せ　

内
閣
府
重
要
土
地
等

調
査
法
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
（
☎

０
５
７
０
‐
０
０
１
‐
１
２
５
）

平
日
午
前
９
時
30
分
〜
午
後
５
時

30
分

日 対象町内
２月

16日㈮ 瓦屋町

19日㈪ 矢黒町、宝来町、相良町、下城本町

20日㈫ 上戸越町、下戸越町、上永野町、下永野町、
鹿目町

21日㈬ 上薩摩瀬町、下薩摩瀬町

22日㈭ 浪床町、七地町、赤池原町、赤池水無町、
赤池水無町外園、蟹作町

26日㈪ 東間上町、東間下町、蓑野町、古仏頂町

27日㈫ 西間上町、西間下町

28日㈬ 北願成寺町、南願成寺町

29日㈭ 鬼木町

３月

１日㈮ 鶴田町、城本町

４日㈪ 下原田全町内

５日㈫ 中林町、下林町

６日㈬ 中神全町内

７日㈭ 上原田全町内、上林町、温泉町

８日㈮ 上漆田町、下漆田町、東漆田町、上田代町、
下田代町

11日㈪ 井ノ口町、合ノ原町

12日㈫ 木地屋町、田野町、東大塚町、西大塚町、
大畑町、大畑麓町、大野町、矢岳町

13日㈬
北泉田町、南泉田町、土手町、灰久保町、
新町、老神町、寺町、南町、田町、上原町、
麓町、原城町、中城町、富ヶ尾町

14日㈭
上新町、下新町、紺屋町、二日町、五日町、
七日町、九日町、大工町、鍛冶屋町、駒井
田町、上青井町、中青井町、下青井町

15日㈮ 予備日（全町内対象）

午前８時30分～午後４時（開場：午前８時）
※ 午前中に受け付けをした人でも、面接が午後になる
場合があります。

※正午～午後１時は受け付けだけ行います。
※ 都合が悪い人は、期日内のほかの日に申告すること
ができます。

※ 待ち時間が長くなる場合があります。時間に余裕を
持ってお越しください。

所得税の申告は e
イー

-T
タックス

ax が便利です

インターネットで申告ができる
添付書類の提出が省略できる
申告期間中は24時間申告OK！

▲

詳しくはe-Tax
ホームページを
ご覧ください

問合せ
人吉税務署（☎２３－２３１１※自動音声案内）

申告Ｑ＆Ａ

Ｑ令和５年中に収入がありませんでしたが、
申告をしないとどうなりますか？

Ａ申告をしないと次のようなことが起こり
ます。

・  所得課税証明書が発行できない。
・   国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険
の給付、税（料）の軽減判定が正しくできない。

・  国民年金の免除申請ができない。
・  保育料が正しく算定できない。
・  市営住宅の家賃が正しく算定できない。
　市の各種行政・福祉サービスの申請、手続きに
は所得の状況を確認するものがあります。上記以
外でも必要な場合があり
ますので、収入がない人
も申告をお願いします。

申告受け付けと
面接相談日程

確定申告電話相談センター
　熊本国税局では、確定申告についての電話相談に
対応するため１月 15日（月）～３月 15日（金）に「確
定申告電話相談センター」を開設します。人吉税務
署に電話し、音声ガイダンスに従って「０」番を選
択した後、ご用件をお話しください。時間帯によっ
てはつながりにくい場合があります。
相談受付時間　午前８時30分～午後５時（土・日曜、
祝日を除く）

Tax  Information

▲ 市ホーム
ページ

顔
認
証
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

運
用
が
始
ま
っ
て
い
ま
す

　

暗
証
番
号
の
設
定
が
い
ら
な
い

顔
認
証
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

運
用
が
、
令
和
５
年
12
月
15
日
か

ら
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
申
請
方
法

は
通
常
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

と
同
じ
で
、
す
で
に
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
を
持
っ
て
い
る
人

は
、
顔
認
証
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
へ
切
り
替
え
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

市
市
民
課
市
民
係

保
険
料
の
納
付
は
便
利
な
口
座

振
替
や
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で

　

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
は
、

納
め
忘
れ
の
な
い
口
座
振
替
が
便

利
で
す
。

　

現
金
払
い
や
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー

ド
納
付
で
も
、
保
険
料
を
前
納
す

る
と
割
引
が
あ
り
、
令
和
５
年
度

は
２
年
分
ま
と
め
て
前
納
す
る
こ

と
で
、
約
１
万
５
千
円
の
割
引
に

な
り
ま
し
た
。
口
座
振
替
や
ク
レ

ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
付
に
よ
る
前
納

割
引
の
利
用
に
は
申
込
期
限
が
あ

り
ま
す
。
令
和
６
年
４
月
分
か
ら

の
前
納
を
希
望
す
る
場
合
は
、
２

月
末
ま
で
に
申
し
込
ん
で
く
だ
さ

い
。

　

申
込
方
法
な
ど
、
詳
し
く
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

八
代
年
金
事
務
所
（
☎

０
９
６
５
‐
35
‐
６
１
２
３
）、

市
市
民
課
国
保
年
金
係
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